東北関東大震災支援対策会議結果の概要（３月２２日現在）
１．災害義援金等
　①安平町、社会福祉協議会、日本赤十字社安平町分区、共同募金会安平町分会４者共同により町内全戸に訪問（※3/22にチラシを全戸配布：募集期間3/25～4/30）
②その他、募金箱の設置や追分高校の生徒による募金活動が実施（3/18･3/22･3/24）
２．救援物資の輸送

　①安平町では、今回の災害に対し町内業者から購入した毛布及び備蓄していた毛布（計150枚）や缶詰などの物資を３月23日に北海道及び自衛隊と連携し被災地へ輸送しました。
②生活用水については、20リットルの専用ポリタンクに水を入れ、３月19日に北海道を通じ被災地に輸送（20ℓ×100ケ＝2,000ℓ分）しました。
　※被災地で不足している物資の輸送については、北海道などとの調整を行いながら、別途検討していくこととしています。
３．人的支援対策

　①人的支援については、今後北海道より土木、建築、下水道などの技術職、保健師、一般事務職について派遣依頼があると思われることから、現時点では流動的ではありますが、安平町として１班３名体制で２週間の派遣を想定。　

※最大限３班編成する考えで調整
４．被災者受け入れ対策

　①町内の公営住宅、教員住宅、公共施設などについて調査し道に報告済みで、今後、入居希望等に応じ提供していくことになります。
②民間の社宅などで利用可能な状況について調査を実施しています。
③町内で仮設住宅を建設することが可能な町有地について、２カ所を選定し北海道に報告済み。※近くに水道管が通っている場所を選定
５．立地企業関係の被災状況とその対策

　　東北関東地方に事業所等のある町内企業について調査情報把握を行った結果、死亡・行方不明や負傷（重傷者）などの人的被害は現在のところない状況。ただし家族親戚など安否確認のとれていない人もいるとのことから引き続き情報収集を続け、受入れなどについても対応していくこととします。
　　
６．安平町（行政）の被災地等への独自支援対策等

　①関連企業所在地域への支援として、町内立地している事業所の本支社が多い宮城県に対し300万円、社台グループのトレーニングセンターがある同県山元町に対し100万円または100万円相当物資を検討
　②被災企業等に対する激励メッセージの伝達
